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同 意
第 1 号

同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

同 意
第 2 号

同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

同 意
第 3 号

同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 8 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 9 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 10 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 11 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 12 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 13 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 14 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 15 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 16 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 17 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

辺地に係る総合整備計画を定めることについて……小
沢又・面白辺地に係る総合整備計画の策定について議
会の議決を求めるもの。

大多喜町過疎地域持続的発展計画の変更について……
本計画の変更（全部改正）について議会の議決を求め
るもの。

大多喜町企業誘致条例及び雇用促進に関する条例の一
部を改正する条例の制定について……事業所設置奨励
金などの交付対象基準および奨励期限の延長について
改正を行うもの。

辺地に係る総合整備計画の変更について……会所・弓
木辺地に係る総合整備計画の変更について議会の議決
を求めるもの。

大多喜町行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用
に関する条例の一部を改正する条例の制定について…
…予防接種法の改正による予防接種の個人番号利用に
伴い、任意の予防接種について個人番号の独自利用事
務として定める改正を行うもの。

審議結果 渡辺善男議長は議事進行のため、採決には加わりません。

賛成…○　反対…●　欠席…欠　　

議 案
番 号

件名と主な内容
（件名は一部省略しています）

中瀬遊歩道の設置及び管理に関する条例の制定につい
て……中瀬遊歩道の安全かつ適切な使用および管理を
確保するため条例を制定するもの。

大多喜町火入れに関する条例の一部を改正する条例の
制定について……森林法に基づく森林への火入れの中
止の明確化などについて改正を行うもの。

教育委員会教育長の任命について……教育長の任期が
３月３１日をもって満了となることから、再任するこ
とについて議会の同意を求めるもの。（関連記事○
ページ）

令和７年度一般会計補正予算（第７号）……歳入歳出
予算の総額からそれぞれ6,642万2千円を減額し、補正
後の予算総額を72億1,898万5千円とするもの。

教育委員会委員の任命について……委員１名の辞職に
伴い、新たな委員の任命について議会の同意を求める
もの。（関連記事○ページ）

指定管理者の指定について……大多喜町養老渓谷観光
センター（山の駅養老渓谷喜楽里）の指定管理者の指
定について、議会の議決を求めるもの。

指定管理者の指定について……大多喜町都市交流セン
ター（たけゆらの里大多喜）の指定管理者の指定につ
いて、議会の議決を求めるもの。

教育委員会委員の任命について……委員１名の任期が
３月３１日をもって満了となることから、新たな委員
の任命について議会の同意を求めるもの。（関連記事
○ページ）

令和８年第１回議会定例会３月会議
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議 案
第 18 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 19 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 20 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 21 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 22 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 23 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 24 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 25 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －
令和８年度介護保険特別会計予算……歳入歳出予算の
総額を11億4,938万2千円とするもの。

令和８年度一般会計予算……歳入歳出予算の総額を68
億1,700万円とするもの。

令和８年度後期高齢者医療特別会計予算……歳入歳出
予算の総額を1億9,696万3千円とするもの。

令和８年度鉄道経営対策事業基金特別会計予算……歳
入歳出予算の総額を27万5千円とするもの。

審議結果
賛成…○　反対…●　欠席…欠　　

渡辺善男議長は議事進行のため、採決には加わりません。

議 案
番 号

件名と主な内容
（件名は一部省略しています）

令和７年度介護保険特別会計補正予算（第３号）……
歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,635万9千円を減額
し、補正後の予算総額を11億7,739万6千円とするも
の。

令和８年度国民健康保険特別会計予算……歳入歳出予
算の総額を10億6,819万5千円とするもの。

令和７年度国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
……歳入歳出予算の総額10億7,590万9千円に増減はな
く、繰越金、県支出金など歳入の実績に伴う歳出予算
の財源内訳を変更するもの。

令和７年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
号）……歳入歳出予算の総額にそれぞれ616万5千円を
追加し、補正後の予算総額を1億7,149万8千円とするも
の。


